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表紙

（事業報告）
当行の新株予約権等に関する事項
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
業務の適正を確保する体制
特定完全子会社に関する事項
親会社等との間の取引に関する事項
その他

（計算書類）
株主資本等変動計算書
個別注記表

（連結計算書類）
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ）

上記の事項につきましては、法令および当行定款第16条第２項の規定に基づき、書面
交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会につきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆さま
に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面をお送りいたします。

第105期定時株主総会その他の
電 子 提 供 措 置 事 項
（ 交 付 書 面 省 略 事 項 ）



2025/05/19 20:17:39 / 24179753_株式会社東北銀行_招集通知

当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子
会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、その他

当行の新株予約権等に関する事項
⑴　事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等
　該当事項はありません。

⑵　事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
　該当事項はありません。

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。

業務の適正を確保する体制
　会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は次の
とおりであります。
⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ　銀行の社会的責任と公共的使命を基本とした企業倫理の構築を図るため、コンプライ
アンス（法令等遵守）マニュアルを制定し、法令等遵守が経営の最重要課題であること
を認識しその徹底を図る。
ロ　法令等に違反の疑義が生じた場合は、法令及び就業規則等に基づき適切な措置をとる
とともに、必要な対応策を迅速に講ずる。
ハ　コンプライアンス管理体制の充実のため、コンプライアンス・プログラムを年度毎に
策定し、その進捗状況を管理・分析する。
ニ　法令等遵守に関する諸問題に対し円滑な対応ができるよう組織体制・規程の整備を図
るとともに、法令等遵守に関連する法務情報の収集に努め、適切な対応を行う。
ホ　反社会的勢力への対応についてコンプライアンス（法令等遵守）マニュアルに定め、
反社会的勢力に毅然として立ち向かい、関係遮断を重視した体制を構築する。
へ　監査等委員は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを監視・検証し改善
勧告を行う。

－ 1 －
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当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子
会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、その他

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ　取締役会、監査等委員会、常務会、その他重要会議等の議事録は、取締役会規程等の
各規程に基づいて作成し、適切に保存及び管理する。
ロ　その他、取締役の職務の執行に係る情報は、情報資産管理規程に従い適切に保存及び
管理する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ　業務運営の長期的な安定を確保するため、リスク管理の方針及びリスク管理に係る規
程を取締役会において決定する。
ロ　統合リスク管理及び資産・負債の総合管理に係る事項を組織横断的に管理するため、
ＡＬＭ委員会を設置する。
ハ　リスク管理全体を統括する統合的リスク管理の統括部署を設置するとともに、リスク
の種類ごとに主管部署を定め管理する。
ニ　大規模災害等、緊急事態が発生した場合における金融システムの機能維持を目的とす
る業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、緊急事態発生時にも適切に対処する。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ　取締役会は、経営計画を定め、当行の業務執行を決定し、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の職務の執行を監督する。
ロ　取締役会が、会社法及び定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の全部又は一部
を取締役又は常務会に委任したときは、当該取締役又は常務会は、当該委任された事項
を自ら決定することができる。
ハ　取締役会は、執行役員に対し取締役会の決定した業務執行を行わせることができ、業
務執行を監督するとともに必要に応じて指揮命令を行う。
ニ　効率的業務執行のため、職務分掌及び責任権限の規程に基づき職務の分担を定める。

⑸　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ　使用人に対し法令・定款及びその他の規程の遵守を徹底するため、コンプライアンス
（法令等遵守）マニュアルを制定し、意識の醸成に努める。
ロ　コンプライアンスの整備・強化のため、コンプライアンス委員会を設置する。
ハ　コンプライアンス統括部署は年度毎に策定されたコンプライアンス・プログラムを適
切に運営する。

－ 2 －
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当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子
会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、その他

⑹　当行及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・　子会社管理の規程により、業績、財務状況、その他業務執行に係る重要事項につい
て、子会社が当行に協議・報告する事項を定め、適切に管理する。

ロ　子会社の損失の危険の管理に関する規程のその他の体制
・　子会社においてリスク管理規程等を定めるほか、リスク管理を確保するため、子会
社管理の規程により子会社が行う各業務の所管部署を定め、業務運営について管理・
指導を行う。

ハ　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・　子会社が年度毎策定する経営計画を、当行の統括部署にて協議の上、常務会にて決
裁を行う。
・　子会社管理の規程に基づき、子会社の業務執行に際して適切な管理・指導を行う。
ニ　子会社の取締役等及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
・　子会社においてもコンプライアンスマニュアル等を策定し、責任者を配置する。
・　当行の監査部署は子会社を監査し損失発生の危険性及び不適切な業務の内容が認め
られた場合、代表取締役及び常勤監査等委員に報告する。

⑺　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査等委員会の職務を円滑に遂行するため、監査等委員会は必要に応じ職務遂行を補助
する使用人を置くことができる。

⑻　前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び指示の実
効性確保に関する事項
イ　監査等委員会を補助する使用人は他部署の役職員を兼務する場合は、補助すべき期間
中は取締役（監査等委員である取締役を除く。）等の執行部門の指揮を離れ、監査等委
員会の指示、命令に従うものとする。
ロ　監査等委員会を補助する使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定は監査等委員
会に事前の同意を得る。また、他部署との役職員を兼務しない場合の人事考課は常勤監
査等委員が行う。

－ 3 －
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当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子
会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、その他

⑼　当行の監査等委員会への報告に関する体制
イ　当行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報
告をするための体制
・　当行の役職員は、他の役職員が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれら
の行為をするおそれがあることを知った場合は、内部通報取扱規定に基づき、内部通
報窓口に通報することができる。内部通報の運用状況は監査等委員が出席するコンプ
ライアンス委員会に報告するほか、役員にかかる通報については当該事実を遅滞なく
監査等委員会に報告する。
・　監査等委員会からの監査業務の執行に必要と判断した報告の要請に対しては、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）、使用人は速やかにその事項について報告す
る。
・　取締役の職務の執行を監査するため監査等委員は重要な会議等へ出席することがで
きる。

ロ　子会社の取締役・監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監
査等委員会に報告をするための体制
・　子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、子会社
各社が定めるコンプライアンスマニュアル等に基づき、当行の内部通報窓口に通報す
ることができる。
・　子会社の使用人等は、当行の監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速
やかに適切な報告を行う。

⑽　監査等委員会へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
　内部通報取扱規定において、通報者が内部通報を行ったことを理由として不利な取扱い
を受けないことを規定するとともに、研修等を通じその旨を周知徹底する。

⑾　監査等委員会の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員がその職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理等の請求をしたときは、速やかに当該費用又
は債務を処理する。

－ 4 －
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当行の新株予約権等に関する事項、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針、業務の適正を確保する体制、特定完全子
会社に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項、その他

⑿　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ　監査等委員は、代表取締役と定期的に会合をもち、重要課題等について意見を交換
し、代表取締役との相互認識を深める。
ロ　監査等委員会は、職責を実効的に遂行する体制を確保するため、監査等委員会規程に
おいて定める権限を行使する。
ハ　監査等委員会を組織する監査等委員である取締役の過半数を社外取締役とし、対外透
明性を担保する。

⒀　内部統制システムの運用状況の概要
　当行は取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」（以下、「基
本方針」という。）を決議しており、制定した基本方針に基づき内部統制システムを構
築・運用するとともに、適宜並びに毎年３月に見直しを行い、内部統制の整備を図ってお
ります。
　当事業年度における基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりであります。
イ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに効率的に行われることの確
保
　経営に関わる重要事項の決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督を行う定
例の取締役会を11回開催しております。
　また、取締役会で定めた基本方針に基づく業務執行や常務会規程に基づく付議案件等
について審議するとともに、重要な銀行業務に係る意思決定機関としての機能を担う常
務会を64回開催しております。
ロ　リスク管理体制
　リスク管理体制については「資産・負債の総合管理」、「統合リスク管理（自己資本
管理）」、「流動性リスク管理」の運営方針をＡＬＭ委員会において定め、管理する体
制としております。
　ＡＬＭ委員会は21回開催しており、ＡＬＭ委員会の協議決定事項のうち重要な事項
については、取締役会へ付議・報告しております。
ハ　コンプライアンス体制
　法令等遵守体制の整備、強化及び事務管理を徹底することを目的としたコンプライア
ンス委員会を７回開催しております。
　コンプライアンスマニュアルの改定、コンプライアンス・プログラムの策定、その他
コンプライアンスに関する重要な事項を取締役会へ付議・報告しております。

－ 5 －
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ニ　当行グループにおける業務の適正の確保
　銀行と子会社等との情報共有及び円滑な意思疎通を図るための連絡会議を５回開催し
ております。
　子会社においてリスク管理規程及びコンプライアンスマニュアル等を定めるほか、緊
密な協議、報告体制を整え業務運営について適切な管理・指導を行っております。
ホ　監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
　監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をする監査等委
員会を８回開催しております。また、取締役会への出席を通して取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）の業務執行状況について監査を行うとともに、営業店及び本部各
部の業務執行状況について営業店長、本部各部長と面談し、内部統制の有効性及び法令
等遵守状況等を監査しております。
　内部監査の状況について監査部長と監査等委員が定期的に情報交換を行っておりま
す。
　会計に関する部分については会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、意
見交換会を実施するなど連携をとっております。これらにより監査等委員会が内部統制
機能を監査するとともに、監査結果に基づき内部統制機能等について取締役（監査等委
員である取締役を除く。）に助言することとしております。
　コンプライアンスの状況については常勤監査等委員がコンプライアンス委員会に
出席し確認しております。

特定完全子会社に関する事項
　該当事項はありません。

親会社等との間の取引に関する事項
　該当事項はありません。

その他
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

第105期 ( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ) 株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 13,233 11,154 － 11,154 1,248 13,547 14,796 △23 39,160
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 95 △571 △476 △476
当 期 純 利 益 1,535 1,535 1,535
自 己 株 式 の 取 得 △58 △58
自 己 株 式 の 処 分 △3 △3 12 8
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 3 3 △3 △3 －

土地再評価差額金の取崩 △9 △9 △9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － 95 950 1,045 △46 999
当 期 末 残 高 13,233 11,154 － 11,154 1,343 14,497 15,841 △69 40,160

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △2,450 1,165 △1,285 37,875
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △476
当 期 純 利 益 1,535
自 己 株 式 の 取 得 △58
自 己 株 式 の 処 分 8
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 －

土地再評価差額金の取崩 △9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △4,495 △6 △4,502 △4,502

当 期 変 動 額 合 計 △4,495 △6 △4,502 △3,502
当 期 末 残 高 △6,946 1,158 △5,787 34,372
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個別注記表

建物 ９年～30年
その他 ５年～20年

個別注記表
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２. 有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株
式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均
法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っておりま
す。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

⑵　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の
評価は、時価法により行っております。

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定額法により償却しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

⑵ 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内に
おける利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

⑶ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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個別注記表

６. 引当金の計上基準
⑴ 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公
認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先
債権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込ん
で計上しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間
における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻
懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破
産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及
びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお
書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立
した資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保
証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額してお
り、その金額は1,133百万円であります。

⑵ 退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を
当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算
上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定
額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

⑶ 偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めている
貸出金等の償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。

７. 収益の計上方法
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま

れる金額で収益を認識しております。
８. 消費税等の会計処理

固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
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個別注記表

貸倒引当金 4,083百万円

繰延税金資産 4,213百万円

会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）
　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、1998年４月１日以後に
取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
　第１次中期経営計画において、「ＤＸ推進・店舗政策による効率的な経営」を施策のひとつに掲げ、投資
内容等を精査していく中で、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、当行の営業店舗や事務機器等は
安定的に継続使用され、その使用価値は存続期間を通じて概ね一定に減少するため、使用可能期間である耐
用年数にわたり均等に費用配分を行う定額法が経営の実態をより適切に期間損益に反映させることができる
と判断いたしました。
　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益はそれぞ
れ89百万円増加しております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
１. 貸倒引当金

⑴ 当事業年度に係る計算書類に計上した額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略
しております。

２. 繰延税金資産
⑴ 当事業年度に係る計算書類に計上した額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略
しております。
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個別注記表

１. 関係会社の株式総額 773百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,705百万円
危険債権額 14,346百万円
要管理債権額 1,849百万円

三月以上延滞債権額 597百万円
貸出条件緩和債権額 1,252百万円

小計額 19,901百万円
正常債権額 682,157百万円
合計額 702,059百万円

注記事項
（貸借対照表関係）

２. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、
債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証
しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限
る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上さ
れるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契
約によるものに限る。）であります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従
った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債
権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産
更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権でありま
す。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

３. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別委員会実務指針第24号　2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。こ
れにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しております
が、その額面金額は772百万円であります。
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個別注記表

有価証券 52,522百万円
貸出金 13,855百万円
その他資産 6百万円

預金 6,511百万円
債券貸借取引受入担保金 38,987百万円
借用金 400百万円

７. 有形固定資産の減価償却累計額 9,496百万円
８. 有形固定資産の圧縮記帳額 152百万円
９. 関係会社に対する金銭債権総額 3,600百万円
10. 関係会社に対する金銭債務総額 75百万円

４. 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

担保資産に対応する債務

　上記のほか、為替決済の取引の担保として、有価証券11,725百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、保証金30百万円及び敷金30百万円が含まれております。

５. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、185,057百万円であります。このうち契約残存期間が
１年以内のものが180,526百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金
融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じ
て不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業
況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

６. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法に
基づいて、（奥行価格補正、側方路線影響加算、不整
形地補正による補正等）合理的な調整を行って算出。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土
地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　　　　 1,978百万円

11. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。
　剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわら
ず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金と
して計上しております。当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、95百万円で
あります。

－ 12 －



2025/05/19 20:17:39 / 24179753_株式会社東北銀行_招集通知

個別注記表

資金運用取引に係る収益総額 210百万円
役務取引等に係る収益総額 31百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 7百万円

資金調達取引に係る費用総額 0百万円
役務取引等に係る費用総額 35百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 52百万円

種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金
又は出資金
( 百 万 円 )

事業の内容 議決権の所有
(被所有)割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子 会 社 東北保証サ
ービス㈱

岩手県
盛岡市 30 信用保証業務 所有

直接 100.00％
役員の兼任
当行各種ロー
ンの信用保証

各種ローン
の 被 保 証 80,548

― ―被保証債務の
履行によるロ
ー ン の 回 収

41

（損益計算書関係）
１. 関係会社との取引による収益

関係会社との取引による費用

（注）東北保証サービス株式会社は、全株式を売却したことに伴い、当事業年度末において当行の関係会社に
該当しないこととなりましたが、上記金額には関係会社であった期間の取引額を含んでおります。

２. 関連当事者との取引
⑴ 親会社及び法人主要株主等

　該当ありません。
⑵ 子会社及び関連会社等

（注）１. 保証料は、各種ローンの債務者が上記子会社に直接支払っているほか、一部のローンについては、
当行より支払っております。

２. 東北保証サービス株式会社は、全株式を売却したことに伴い、当事業年度末において関連当事者で
はなくなっております。このため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。

⑶ 兄弟会社等
　該当ありません。

⑷ 役員及び個人主要株主等
　該当ありません。
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（単位：千株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 摘 要

自 己 株 式

普 通 株 式 13 51 7 57 （注）

合 計 13 51 7 57

種類 貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時 価 が 貸 借 対 照 表
計 上 額 を 超 え る も の

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 － － －

小計 － － －

時 価 が 貸 借 対 照 表
計 上 額 を 超 え な い も の

地 方 債 6,964 6,650 △314

社 債 20,401 19,602 △798

そ の 他 2,099 2,088 △10

小計 29,466 28,342 △1,123

合計 29,466 28,342 △1,123

（株主資本等変動計算書関係）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）当事業年度増加株式数51千株は取締役会決議に基づく自己株式の取得50千株及び単元未満株式の買取
りによる１千株であり、当事業年度減少株式数７千株は譲渡制限付株式報酬としての処分によるもので
あります。

（有価証券関係）
１. 売買目的有価証券（2025年３月31日現在）

　該当ありません。

２. 満期保有目的の債券（2025年３月31日現在）

－ 14 －
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貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － －

合計 － － －

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社株式 773

種類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超 え る も の

株 式 2,590 1,819 770

債 券 975 969 6

国 債 975 969 6

地 方 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 6,016 5,413 602

小計 9,582 8,202 1,379

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取 得 原 価 を 超 え な い も の

株 式 295 356 △61

債 券 158,785 168,613 △9,828

国 債 44,799 46,812 △2,012

地 方 債 52,053 56,196 △4,143

社 債 61,932 65,604 △3,672

そ の 他 15,980 17,614 △1,633

小計 175,061 186,584 △11,523

合計 184,643 194,787 △10,144

３. 子会社株式（2025年３月31日現在）

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

４. その他有価証券（2025年３月31日現在）

－ 15 －
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貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式 635

組合出資金 623

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 1,584 460 69

債 券 2,380 1 2

国 債 1,479 1 －

地 方 債 797 － 2

社 債 103 － 0

そ の 他 2,659 135 92

合 計 6,624 598 165

　（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

　組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
号　2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

５. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
　該当ありません。

６. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

－ 16 －
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貸借対照表計上額
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた評価差額
（百万円）

運用目的の金銭の信託 5,243 －

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

う ち 貸 借 対 照 表
計上額が取得原価
を 超 え る も の

（百万円）

う ち 貸 借 対 照 表
計上額が取得原価
を 超 え な い も の

（百万円）
そ の 他 の
金銭の信託 2,558 2,500 58 58 －

繰延税金資産
その他有価証券評価差額金 3,139百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額 1,360
退職給付信託設定額 722
減価償却損金算入限度超過額 181
有価証券償却否認額 51
退職給付引当金 2
その他 227

繰延税金資産小計 5,685
評価性引当額 △1,025
繰延税金資産合計 4,659
繰延税金負債

前払年金費用 △436
その他 △9

繰延税金負債合計 △446
繰延税金資産の純額 4,213百万円

（金銭の信託関係）
１. 運用目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）

２. 満期保有目的の金銭の信託（2025年３月31日現在）
　該当ありません。

３. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2025年３月31日現在）

（注）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないも
の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

－ 17 －
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１株当たりの純資産額 2,578円42銭
１株当たりの当期純利益金額 161円64銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 84円66銭

２. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴
い、2026年４月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりまし
た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4％から、
2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.3％となります。
この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は103百万円増加し、その他有価証券評価差額金は86百万
円増加し、法人税等調整額は17百万円減少しております。再評価に係る繰延税金負債は16百万円増加し、
土地再評価差額金は同額減少しております。

（収益認識関係）
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、連結計算書類「連結注記表（収
益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

（企業結合等関係）
（連結される子会社の吸収合併）
　連結される子会社の吸収合併に関する注記については、「連結注記表（企業結合等関係）」に同一の内容
を記載しているため、注記を省略しております。

－ 18 －
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連結株主資本等変動計算書

第105期 ( 2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで ) 連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 13,233 11,998 15,311 △23 40,519
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △476 △476
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,069 1,069

自 己 株 式 の 取 得 △58 △58
自 己 株 式 の 処 分 △3 12 8
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 3 △3 －

土地再評価差額金の取崩 △9 △9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）
当 期 変 動 額 合 計 － － 579 △46 533
当 期 末 残 高 13,233 11,998 15,890 △69 41,052

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 土地再評価差額金 退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △2,450 1,165 204 △1,081 39,438
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △476
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 1,069

自 己 株 式 の 取 得 △58
自 己 株 式 の 処 分 8
利 益 剰 余 金 か ら
資本剰余金への振替 －

土地再評価差額金の取崩 △9
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △4,495 △6 △93 △4,595 △4,595

当 期 変 動 額 合 計 △4,495 △6 △93 △4,595 △4,062
当 期 末 残 高 △6,946 1,158 110 △5,676 35,376

－ 19 －
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連結注記表
連結計算書類の作成方針

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいてお
ります。
１. 連結の範囲に関する事項

⑴ 連結される子会社及び子法人等 ２社
会社名

株式会社東北ジェーシービーカード
とうぎん総合リース株式会社
　なお、当連結会計年度から東北銀ソフトウエアサービス株式会社は合併により除外しておりま
す。
　また、東北保証サービス株式会社は2025年２月28日付で当行が保有する全株式を売却したた
め、連結の範囲から除外しております。連結計算書類の作成にあたっては、同社の2024年12月31
日現在の財務情報を基に連結を行い、2025年１月１日から2025年２月28日までの期間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

⑵ 非連結の子会社及び子法人等 １社
会社名

とうぎんリニューアブル・エナジー株式会社
　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰
余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲
から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏
しいため、連結の範囲から除外しております。

２. 持分法の適用に関する事項
⑴ 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等

該当ありません。
⑵ 持分法適用の関連法人等

該当ありません。
⑶ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 １社

会社名
とうぎんリニューアブル・エナジー株式会社
　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金
（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

⑷ 持分法非適用の関連法人等
該当ありません。

－ 20 －
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　建物 ９年～30年
　その他 ５年～20年

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

会計方針に関する事項
１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２. 有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有
価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等に
ついては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

⑵　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の
評価は、時価法により行っております。

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４. 固定資産の減価償却の方法
⑴ 有形固定資産（リース資産を除く）

　当行の有形固定資産は、定額法により償却しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　連結される子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償
却しております。

⑵ 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及
び連結される子会社で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

⑶ リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。

－ 21 －
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５. 貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認
会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権
に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上
しており、予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における
平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権
に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。破産、特別清算
等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の
状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立し
た資産監査部署が査定結果を監査しております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証
による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、そ
の金額は1,133百万円であります。
　連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額
を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上し
ております。

６. 偶発損失引当金の計上基準
　当行の偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度による負担金の支払に備えるため、予め定めて
いる貸出金等の償却・引当基準書に基づき将来の負担金支払見積額を計上しております。
　連結される子会社については、該当ありません。

７. ポイント引当金の計上基準
　ポイント引当金は、連結される子会社が行っているクレジットカード業務に係る交換可能ポイントの使用
による費用負担に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しておりま
す。

８. 退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

　連結される子会社については、該当ありません。

－ 22 －
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９. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　連結される子会社については、該当ありません。

10. 収益の計上方法
当行及び連結される子会社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）
　当行の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、1998年４月１日
以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法へ変更しております。
　第１次中期経営計画において、「ＤＸ推進・店舗政策による効率的な経営」を施策のひとつに掲げ、投資
内容等を精査していく中で、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、当行の営業店舗や事務機器等は
安定的に継続使用され、その使用価値は存続期間を通じて概ね一定に減少するため、使用可能期間である耐
用年数にわたり均等に費用配分を行う定額法が経営の実態をより適切に期間損益に反映させることができる
と判断いたしました。
　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利
益はそれぞれ89百万円増加しております。

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
１. 貸倒引当金

⑴ 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金　　　　　　　4,182百万円

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「５．貸倒引当金の計上基準」に記載しており
ます。
②主要な仮定
　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分
の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の資金繰り等の状況を個別に評価し、設定し
ております。
③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通しには、将来キャッシュ・フローの見込、財政状
態、収益性等の定量的要素、経営者の資質等の定性的要素があります。定量的要素、定性的要素のいず
れについても見積りが介在する余地があり、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連結会計
年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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繰延税金資産 4,190百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,738百万円
危険債権額 14,363百万円
要管理債権額 1,849百万円

三月以上延滞債権額 597百万円
貸出条件緩和債権額 1,252百万円

小計額 19,951百万円
正常債権額 681,570百万円
合計額 701,521百万円

２. 繰延税金資産
⑴ 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額

⑵ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
　将来の課税所得を見積り、その課税所得の範囲内でスケジューリング可能な将来減算一時差異につい
て回収可能性があると認められる場合に繰延税金資産を計上しております。
②主要な仮定
　主要な仮定は、「将来の課税所得の見積りにおける中期経営計画をベースにした５年間の収益シミュ
レーション」及び「有税償却した貸倒引当金の将来減算一時差異のスケジューリング」であります。
　中期経営計画は過去の実績や将来の経営環境等を考慮して策定されております。有税償却した貸倒引
当金の将来減算一時差異のスケジューリングについては、税務上の損金算入時期が明確となった場合
に、回収可能性を判断し繰延税金資産を計上しております。
③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　繰延税金資産の回収可能性の判断は、毎決算期末時点において実施しておりますが、将来において一
時差異を解消させるほどの十分な課税所得が見積もれない場合、又は、将来の課税所得は十分見込める
場合であっても、期末時点において、将来減算一時差異のスケジューリングが不能と判断された場合、
繰延税金資産を取り崩すことになるため、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可
能性があります。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、

債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について
保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるもの
に限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計
上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸
借契約によるものに限る。）であります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従
った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債
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有価証券 52,522百万円
貸出金 13,855百万円
その他資産 6百万円

預金 6,511百万円
債券貸借取引受入担保金 38,987百万円
借用金 400百万円

権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産
更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに
準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権でありま
す。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

２．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別委員会実務指針第24号　2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しております。こ
れにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しております
が、その額面金額は、772百万円であります。

３．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

担保資産に対応する債務

　上記のほか、為替決済の取引の担保として、有価証券11,725百万円を差し入れております。
　また、その他資産には、保証金30百万円及び敷金30百万円が含まれております。

４. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合
に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約
であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、189,484百万円であります。このうち契約残存期間が
１年以内のものが184,953百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必
ずしも当行及び連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これら
の契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結される
子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられて
おります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的
に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置
等を講じております。
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６. 有形固定資産の減価償却累計額 9,673百万円
７. 有形固定資産の圧縮記帳額 152百万円

（単位：千株）
当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数 摘 　 要

発 行 済 株 式

普 通 株 式 9,509 － － 9,509

第一種優先株式 4,000 － － 4,000

合　計 13,509 － － 13,509

自 己 株 式

普 通 株 式 13 51 7 57 （注）

合　計 13 51 7 57

５. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債
の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 1999年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日

公布政令第119号）第２条第４号に定める地価税法に
基づいて、（奥行価格補正、側方路線影響加算、不整
形地補正による補正等）合理的な調整を行って算出。

　同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業
用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　　 1,978百万円

（連結損益計算書関係）
１. 「その他の経常収益」には、株式等売却益460百万円及び金銭の信託運用益187百万円を含んでおりま

す。
２. 「その他の経常費用」には、株式等売却損121百万円及び債権売却損639百万円を含んでおります。

（連結株主資本等変動計算書関係）
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）当連結会計年度増加株式数51千株は取締役会決議に基づく自己株式の取得50千株及び単元未満株式の
買取りによる１千株であり、当連結会計年度減少株式数７千株は譲渡制限付株式報酬としての処分によ
るものであります。
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（決議） 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月26日
定時株主総会

普 通 株 式 237百万円 25円 2024年３月31日 2024年６月27日
第 一 種
優 先 株 式 1百万円 0.25円 2024年３月31日 2024年６月27日

2024年11月11日
取締役会

普 通 株 式 237百万円 25円 2024年９月30日 2024年12月10日
第 一 種
優 先 株 式 0百万円 0.125円 2024年９月30日 2024年12月10日

合 計 476百万円

（決議） 株 式 の 種 類 配当金の総額 配 当 の 原 資 １ 株 当 た り
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月24日
定時株主総会

普 通 株 式 236百万円 利益剰余金 25円 2025年
３月31日

2025年
６月25日

第 一 種
優 先 株 式 0百万円 利益剰余金 0.125円 2025年

３月31日
2025年

６月25日

２. 配当に関する事項
⑴ 当連結会計年度中の配当金支払額

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの
　2025年６月24日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しておりま
す。

（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項

⑴ 金融商品に対する取組方針
　当行及び連結される子会社は、国内に限定した銀行業務を中心に、リース業務やクレジットカード業務
等の金融サービスに係る事業を行っております。主要な事業である銀行業務は、預金業務を中心とした資
金調達により貸出金業務を行うほか、流動性確保のため安全性の高い有価証券等で運用を行っておりま
す。
　このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な
影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。その一環と
して、ヘッジ及び債券ポートフォリオの収益補完を目的にデリバティブ取引も行っております。

⑵ 金融商品の内容及びそのリスク
　当行及び連結される子会社が保有する資産は、主として国内の法人及び個人に対する貸出金であり、取
引先の契約不履行によってもたらされる信用リスク及び金利リスクに晒されております。また、有価証券
は、主に債券、株式、投資信託等であり、純投資目的等で保有しております。これらは、それぞれ発行体
の信用リスク及び金利リスク及び価格変動リスクに晒されております。
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　保有する負債は、資金調達の中心である国内の法人及び個人からの預金が主であり、予期せぬ預金の流
出により資金確保が困難になる等の流動性リスク及び金利リスクに晒されております。

⑶ 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当行は、リスクの分散を基本とし、リスクに見合った収益力ある与信ポートフォリオの構築を目指し
た信用リスク管理を行っております。取引先への融資の審査判断については、内部基準で定められた決
裁権限により、比較的リスクが大きい融資は本部の審査専門部署や経営による審査判断が実施される態
勢としております。
　また、財務内容や返済の状況等の信用度に応じて取引先を区分する信用格付を実施しており、格付区
分ごとのリスクの状況に基づいて信用リスクを定量的に把握しております。信用リスクの定量化は四半
期ごとに実施しており、計測したリスク量については、自己資本を原資として配賦したリスク管理枠に
収まるようＡＬＭ委員会において管理しております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、リ
スク管理部署において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
②市場リスクの管理
(ⅰ)金利リスクの管理

　当行では、資金の運用調達期間の不一致による金利リスクについて、統計的な手法により定量的に
把握しており、月次で計測したリスク量は、他のリスク量と合算のうえＡＬＭ委員会で管理しており
ます。
　各種リスクを適切にコントロールするため、取締役会において決定している統合的リスク管理方針
に基づき、自己資本を原資として主要なリスク（信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リス
ク）にリスク資本を配賦して設定するリスク管理枠を定めております。
　月次開催のＡＬＭ委員会では、定量的に把握したリスク量が、前述のリスク管理枠に収まるよう管
理しており、リスクと収益との状況を考慮したうえで、必要に応じ金利リスクの低減手法を導入しリ
スクコントロールを図る一方、新たなリスクテイクの方針を決定するなど、機動的かつ効率的な業務
運営に努めております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理
　当行では、配当収入及び値上り益の獲得、並びに有価証券ポートフォリオにおける金利リスクの相
殺を主な目的として株式等への投資を行っており、投資金額については、先行きの金利や株価等の見
通しと価格変動リスクの影響等を考慮し、期初のＡＬＭ委員会において決定するほか、月次のＡＬＭ
委員会においても、リスクの状況等に応じ随時見直しを行う体制としております。
　株式等の価格変動リスクについては、債券を含む投資有価証券全体について、株価や市場金利等の
各リスク要因間の相関を考慮したうえで、市場部門のリスク量として一体で計測しております。
　計測した市場部門のリスク量は、自己資本を原資として配賦したリスク管理枠に収まるようＡＬＭ
委員会において管理しております。

(ⅲ)デリバティブ取引
　デリバティブ取引に関しては、ヘッジ及び債券ポートフォリオの収益補完を目的として取引を行っ
ております。ＡＬＭ委員会においてデリバティブ取引の運用状況の報告及び取組方針の決定を行い、
これを受けて取引限度額、取引手続き等を定めた行内規程に基づき取引を行っております。
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（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

⑴　金銭の信託 7,802 7,802 ―
⑵　有価証券（＊１）

満期保有目的の債券 29,466 28,342 △1,123
その他有価証券 184,643 184,643 ―

⑶　貸出金 694,763
貸倒引当金（＊２） △4,078

690,685 684,141 △6,543
資産計 912,597 904,929 △7,667
⑴　預金 921,728 921,655 △72
⑵　借用金 1,110 1,070 △40
負債計 922,838 922,725 △112
デリバティブ取引（＊３）

ヘッジ会計が適用されていないもの (8) (8) ―
ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―

デリバティブ取引計 (8) (8) ―

(ⅳ)市場リスクに係る定量的情報
　当行において、市場リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「貸出金」、「有価証券」、「金銭
の信託」、「預け金」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」が対象となります。当行で
は、これらの金融資産、金融負債について、ＶａＲ（観測期間５年、保有期間240日、信頼区間
99％、分散・共分散法）を用いて市場リスク量とし、市場リスクの定量的分析を行っております。
市場リスクのリスク量の算定に当たっては、対象の金融資産及び金融負債について、それぞれ各種リ
スクファクターに対する感応度を用いて算定しております。2025年３月31日現在、市場リスク量
は、8,422百万円となります。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の
発生確率での市場リスク量を計測しているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況
下におけるリスク量は捕捉できない可能性があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　流動性リスク管理に関しては、資金管理部署である市場金融部が対外的な資金決済状況を一元的に把
握し、資金繰りのリスクの抑制に努めております。また、月次のＡＬＭ委員会においても、資金の運
用・調達状況の予測に基づく中長期的な資金動向の管理を行っております。

⑷ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な
お、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注）参照）。また、現金預け
金、コールローン及び買入手形、外国為替（資産・負債）及び債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済さ
れるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
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（単位：百万円）
区　　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式（＊１） 679

組合出資金（＊２） 623

（＊１）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　
2021年６月17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれており
ます。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で表示しております。

（注）　市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価
情報の「その他有価証券」には含まれておりません。

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第
19号　2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
号　2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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当連結会計年度（2025年３月31日） （単位：百万円）

区　分 時　価
レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

金銭の信託 ― 7,802 ― 7,802
有価証券（＊１）

その他有価証券
国債・地方債等 45,775 80,016 ― 125,792
社債 ― 33,968 ― 33,968
株式 2,886 ― ― 2,886
その他 7,454 11,305 ― 18,759

資産計 56,116 133,093 ― 189,209
デリバティブ取引（＊２）

クレジット・デリバティブ ― ― (8) (8)
デリバティブ取引計 ― ― (8) (8)

当連結会計年度（2025年３月31日） （単位：百万円）

区　分 時　価
レベル１ レベル２ レベル３ 合　計

有価証券
満期保有目的の債券

国債・地方債等 ― 13,287 ― 13,287
社債 ― 10,010 ― 10,010
その他 ― 5,044 ― 5,044

貸出金 ― ― 684,141 684,141
資産計 ― 28,342 684,141 712,483

預金 ― 921,655 ― 921,655
借用金 ― 1,070 ― 1,070

負債計 ― 922,725 ― 922,725

⑴ 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（＊１）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　
2021年６月17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれており
ません。第24－９項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は3,236百万円でありま
す。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、（　）で表示しております。

⑵ 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資　産

金銭の信託
　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレ
ベル２の時価に分類しております。

有価証券
　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分
類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
　公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しており
ます。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託につ
いて、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場
合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
　相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて
時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプット
には、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒産時の損失率等が含まれ
ます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に分類して
おります。

貸出金
　貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リ
スク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能である
ことからレベル３の時価に分類しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反
映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似しているこ
とから、帳簿価額を時価としております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー
の現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連
結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似してお
り、当該価額を時価としております。

負　債
預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしておりま
す。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いて現在
価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いておりま
す。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額を時価としております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

借用金
　借用金は、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される
利率で割り引いて現在価値を算定しております。当該時価はレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、クレジット・デリバティブ取引であり、重要な観察できないインプッ
トを用いていることからレベル３の時価に分類しております。
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区分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲 インプットの

加重平均
デリバティブ取引

クレジット・デ
リバティブ 現在価値技法 クレジットイベン

ト発生確率 1.13％―2.16％ 1.91％

（単位：百万円）

期首
残高

当 期 の 損 益 又 は
その他の包括利益 購 入 、

売 却 、
発 行 及
び 決 済
の 純 額

レベル３
の 時 価
への振替

レ ベ ル ３
の 時 価
からの振替

期末
残高

当期の損益に計上した額の
うち連結貸借対照表日に
おいて保有する金融資産
及び金融負債の評価損益

（＊）
損 益 に
計 　 上
（＊）

その他の
包括利益
に 計 上

デリバティブ取引
クレジット・デ
リバティブ △4 △3 ― ― ― ― △8 △3

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
⑴ 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2025年３月31日）

⑵ 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2025年３月31日）

（＊）連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。

⑶ 時価の評価プロセスの説明
　当行グループはリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って
各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、独立した評価部門において、時価の算定に用
いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証
結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されておりま
す。
　時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用
いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法
及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証してお
ります。

⑷ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
　クレジット・デリバティブの時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、クレジットイ
ベント発生確率であります。クレジットイベント発生確率の著しい上昇（低下）は、単独では、時価の著
しい上昇（低下）を生じさせることとなります。
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（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預け金 46,438 ― ― ― ― ―

コールローン及び買入手形 5,000 ― ― ― ― ―

有価証券

満期保有目的の債券 1,854 7,625 7,372 6,764 4,016 1,976
その他有価証券のう
ち満期があるもの 17,312 23,672 37,536 43,346 40,686 19,186

貸出金（＊） 102,661 115,391 96,148 67,925 72,130 159,802

合　計 173,266 146,688 141,057 118,036 116,833 180,965

（単位：百万円）

１年以内 １年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
10年以内 10年超

預金（＊） 900,845 17,127 2,730 227 796 ―

借用金 50 101 501 101 151 204

合計 900,896 17,228 3,231 328 948 204

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない18,025
百万円、期間の定めのないもの62,678百万円は含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

（＊）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。

（税効果会計関係）
１．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律（2025年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴
い、2026年４月１日以後に開始する連結会計年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりま
した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4％から、
2026年４月１日以後開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.3％となりま
す。この税率変更により、当連結会計年度の繰延税金資産は102百万円増加し、その他有価証券評価差額金
は86百万円増加し、退職給付に係る調整累計額は１百万円減少し、法人税等調整額は17百万円減少してお
ります。再評価に係る繰延税金負債は16百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
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（単位：百万円）
区　分 当連結会計年度

経常収益 15,028
うち役務取引等収益 2,852

預金・貸出業務 326
為替業務 606
証券関連業務 322
代理業務 789
その他 808

（収益認識関係）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報（2025年３月31日）

（注）上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。

２. 収益を理解するための基礎となる情報
　「収益認識会計基準」の当行グループにおける、適用範囲は主として役務取引等収益が対象となります。
　当行グループの「顧客との契約から生じる収益」に関する主要な業務における主な履行義務の内容は次の
とおりであります。
⑴ 預金・貸出業務

　預金・貸出業務における主な収益は、ＡＴＭ利用手数料や融資取扱手数料等であり、取引が発生又は関
連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。

⑵ 為替業務
　為替業務における主な収益は、国内外の送金手数料等であり、取引が発生又は関連サービスが提供され
た時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。

⑶ 証券関連業務
　証券関連業務における主な収益は、投資信託の販売手数料及び投信代行手数料であり、投資信託の販売
手数料は、取引が発生又は関連サービスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を
認識しております。
　また、投信代行手数料等、関連サービスが提供される期間にわたって履行義務を充足するものについて
は、当該期間にわたって収益を認識しております。

⑷ 代理業務
　代理業務における主な収益は、保険の販売手数料や口座振替手数料等であり、取引が発生又は関連サー
ビスが提供された時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。

３. 当該連結会計年度及び当該連結会計年度の末日後の収益の金額を理解するための情報
⑴ 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産及び契約負債の残高等については、連結貸借対照表上、その他資産及びその他負債に計上して
います。
　当連結会計年度において、契約資産及び契約負債の残高等に重要性はありません。
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１株当たりの純資産額 2,684円57銭
１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 112円58銭

⑵ 残存履行義務に配分した取引価格
　当行グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を
使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報）

（企業結合等関係）
（連結される子会社の吸収合併）
　当行は2023年９月27日開催の取締役会において、当行100％出資子会社である東北銀ソフトウエアサー
ビス株式会社を吸収合併することを決議し、2024年４月１日付で合併いたしました。

１. 企業結合の概要
⑴ 結合当事企業の名称及びその事業内容

・結合企業
企業の名称：株式会社東北銀行
事業の内容：銀行業

・被結合企業
企業の名称：東北銀ソフトウエアサービス株式会社
事業の内容：コンピュータソフトウェアの開発並びに販売業務等

⑵ 企業結合日
2024年４月１日

⑶ 企業結合の法定形式
当行を存続会社、東北銀ソフトウエアサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併

⑷ 結合後企業の名称
株式会社東北銀行

⑸ その他企業結合の概要に関する事項
　当行グループにおける経営の効率化及び経営資源の有効活用を目的として、連結される子会社である東
北銀ソフトウエアサービス株式会社を吸収合併することといたしました。
　なお、吸収合併される東北銀ソフトウエアサービス株式会社は当行の完全子会社であるため、本合併に
よる新株式の発行及び合併交付金の支払は行われません。

２. 実施予定の会計処理の概要
　当該合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合
会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）
に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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